
第一六六回 

衆第四二号 

   保険業法の一部を改正する法律案 

 保険業法（平成七年法律第百五号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第二条の二」を「第二条の三」に改める。 

 第二条第一項第二号ロ中「限る。以下この号」を「限る。以下この項及び次条」に改め、

同号の次に次の一号を加える。 

 二の二 次条第一項の内閣総理大臣の認定を受けた法人（法人でない社団又は財団で代

表者又は管理人の定めのあるものを含む。同条において同じ。）が、その構成員（そ

の法人が行う保険の引受けに係る事業の監督について構成員に準ずる地位にある者と

して内閣府令で定めるものを含む。同条において同じ。）又はその親族を相手方とし

て行うもの（保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万

円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険（政令で定めるものを除

く。）のみの引受けを行うものに限る。） 

 第二条第十一項中「次条」を「第二条の三」に改める。 

 第二条の二第二項中「前条第十五項」を「第二条第十五項」に改め、第一編中同条を第

二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。 

 （内閣総理大臣の認定等） 

第二条の二 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、法人からの申請に基づき、当

該申請に係る法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人についてその

旨の認定をするものとする。 

 一 構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを主たる目的とし、かつ、営利を目的

としないこと。 

 二 当該法人が行う保険の引受けに係る事業が当該法人の主たる目的と密接な関連性を

有すること。 

 三 当該法人が行う保険の引受けに係る事業について構成員による監督が十分に行われ

ること。 

２ 前項の認定の有効期間は、内閣総理大臣の定める日から同日以後二年を経過する日ま

での期間とする。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の認定を受けた法人について同項の基準を満たさないことと

なったと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。

この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第一項

の認定は、その効力を失う。 

４ 内閣府の当該職員は、第一項の認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をするこ

とができる。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定



したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした

法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その

法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項に

つき変更があったとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。 

７ 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 第三百条の二中「第二条の二第一項」を「第二条の三第一項」に改める。 

 第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、第三百十九条の次に次の一条を加える。 

第三百十九条の二 偽りその他不正の手段により第二条の二第一項の認定を受けた者は、

六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 第三百三十三条第一項中「第二条の二第一項第一号」を「第二条の三第一項第一号」に

改める。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 



     理 由 

 自発的な相互扶助を基礎として特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業が果た

す役割の重要性にかんがみ、構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを目的とし、か

つ、営利を目的としない法人であって、その行う保険の引受けに係る事業について構成員

による監督が十分に行われること等の基準に適合するとの内閣総理大臣の認定を受けたも

のが、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う

事業について、保険業としないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理

由である。 


